
長門市告示第 13 号 

令和８年３月長門市議会定例会を次のとおり招集する。  

令和８年２月３日 

                  長門市長 江 原 達 也 

 

１ 日時 令和８年２月 13 日 午前９時 30 分  

２ 場所 長門市議会議事堂  

３ 付議事件 

議案  

第１号 令和７年度長門市一般会計補正予算（第９号） 

第２号 令和７年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

第３号 令和７年度長門市介護保険事業特別会計補正予算（第５号）  

第４号 令和７年度長門市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）  

第５号 令和７年度長門市水道事業会計補正予算（第４号） 

第６号 令和７年度長門市下水道事業会計補正予算（第３号）  

第７号 令和８年度長門市一般会計予算  

第８号 令和８年度長門市国民健康保険事業特別会計予算  

第９号 令和８年度長門市湯本温泉事業特別会計予算  

第 10 号 令和８年度長門市介護保険事業特別会計予算  

第 11 号 令和８年度長門市後期高齢者医療事業特別会計予算  

第 12 号 令和８年度長門市水道事業会計予算  

第 13 号 令和８年度長門市下水道事業会計予算  

第 14 号 長門市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例  

第 15 号 長門市税条例の一部を改正する条例  

第 16 号 長門市立保育園条例の一部を改正する条例  

第 17 号 長門市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

第 18 号 長門市介護保険条例の一部を改正する条例  

第 19 号 長門市６次産業化支援施設条例の一部を改正する条例  

第 20 号 長門市水道給水条例の一部を改正する条例  

第 21 号 長門市火災予防条例の一部を改正する条例  

第 22 号 工事請負契約の一部を変更することについて（小島 B 防波堤撤去工事

（第２工区））  



第 23 号 財産の無償譲渡について  

第 24 号 市道路線の認定及び廃止について  

第 25 号 専決処分の承認について（令和７年度長門市一般会計補正予算（専決

第１号））  

第 26 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 27 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 28 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 29 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 30 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 31 号 人権擁護委員候補者の推薦について  

第 32 号 長門市教育委員会委員の任命について  

第 33 号 長門市過疎地域持続的発展計画の変更について 

第 34 号 令和７年度長門市一般会計補正予算（第 10 号） 

 

報告  

第１号 長門市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更の報告について  



 

 

令和 8 年 3 月 

 

長門市議会定例会 

議 案 



目  次 

議案  

第１号 令和７年度長門市一般会計補正予算（第９号）  

第２号 令和７年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）  

第３号 令和７年度長門市介護保険事業特別会計補正予算（第５号）  

第４号 令和７年度長門市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）  

第５号 令和７年度長門市水道事業会計補正予算（第４号）  

第６号 令和７年度長門市下水道事業会計補正予算（第３号）  

第７号 令和８年度長門市一般会計予算  

第８号 令和８年度長門市国民健康保険事業特別会計予算  

第９号 令和８年度長門市湯本温泉事業特別会計予算  

第 10 号 令和８年度長門市介護保険事業特別会計予算  

第 11 号 令和８年度長門市後期高齢者医療事業特別会計予算  

第 12 号 令和８年度長門市水道事業会計予算  

第 13 号 令和８年度長門市下水道事業会計予算  

第 14 号 長門市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例  

第 15 号 長門市税条例の一部を改正する条例  

第 16 号 長門市立保育園条例の一部を改正する条例  

第 17 号 長門市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

第 18 号 長門市介護保険条例の一部を改正する条例  

第 19 号 長門市６次産業化支援施設条例の一部を改正する条例  

第 20 号 長門市水道給水条例の一部を改正する条例  

第 21 号 長門市火災予防条例の一部を改正する条例  

第 22 号 工事請負契約の一部を変更することについて（小島 B 防波堤撤去工事

（第２工区））  

第 23 号 財産の無償譲渡について  

第 24 号 市道路線の認定及び廃止について  

第 25 号 専決処分の承認について（令和７年度長門市一般会計補正予算（専決

第１号））  

第 26 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 27 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  



第 28 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 29 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 30 号 長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

第 31 号 人権擁護委員候補者の推薦について  

第 32 号 長門市教育委員会委員の任命について  

第 33 号 長門市過疎地域持続的発展計画の変更について  

第 34 号 令和７年度長門市一般会計補正予算（第 10 号） 

 

報告  

第１号 長門市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更の報告について  

 



議案第 14 号 

長門市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例  

長門市報酬及び費用弁償条例（平成 17 年長門市条例第 45 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 現行 

 

別表(第 2 条、第 5 条関係) 

 

別表(第 2 条、第 5 条関係) 

非常勤の職員の報酬及び費用弁償の額  非常勤の職員の報酬及び費用弁償の額  

区分  報酬  費用弁

償  

 (略)  

 (略)   一般職

の職務

にある

者の旅

費相当

額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活

保護

嘱託

医  

一般  月額  121,000 円  

精神  月額  16,000 円  

保育園嘱

託医  

1 園につき、年額

230,000 円に、園

児 1 人につき 200

円を加えた額 

保育園歯

科医  

1 園につき、年額

230,000 円に、園

児 1 人につき 200

円を加えた額 

 (略)   

幼稚園嘱

託医  

1 園につき、年額

230,000 円に、園

児 1 人につき 200

円を加えた額 

幼稚園歯

科医  

1 園につき、年額

230,000 円に、園

児 1 人につき 200

円を加えた額 

幼稚園薬

剤師  

1 園につき、年額

111,000 円  

学校医 1 校につき、年額

230,000 円に、児  

 

 

区分  報酬  費用弁

償  

 (略)   

 (略)   一般職

の職務

にある

者の旅

費相当

額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活

保護

嘱託

医  

一般  月額  110,400 円  

精神  月額  14,500 円  

保育園嘱

託医  

1 園につき、年額

193,000 円に、園

児 1 人につき 200

円を加えた額 

保育園歯

科医  

1 園につき、年額

193,000 円に、園

児 1 人につき 200

円を加えた額 

 (略)   

幼稚園嘱

託医  

1 園につき、年額

193,000 円に、園

児 1 人につき 200

円を加えた額 

幼稚園歯

科医  

1 園につき、年額

193,000 円に、園

児 1 人につき 200

円を加えた額 

幼稚園薬

剤師  

1 園につき、年額

93,500 円  

学校医 1 校につき、年額

193,000 円に、児  

 

  



 童生徒 1 人につき

200 円を加えた額 

  

学校耳鼻

咽喉科医 

1 校につき、年額

230,000 円に、児

童生徒 1 人につき

200 円を加えた額 

 

学校眼科

医  

1 校につき、年額

230,000 円に、児

童生徒 1 人につき

200 円を加えた額 

学校歯科

医  

1 校につき、年額

230,000 円に、児

童生徒 1 人につき

200 円を加えた額 

学校薬剤

師  

1 校につき 年額

 111,000 円  

 (略)  
 

 童生徒 1 人につき

200 円を加えた額 

学校耳鼻

咽喉科医 

1 校につき、年額

193,000 円に、児

童生徒 1 人につき

200 円を加えた額 

 

学校眼科

医  

1 校につき、年額

193,000 円に、児

童生徒 1 人につき

200 円を加えた額 

学校歯科

医  

1 校につき、年額

193,000 円に、児

童生徒 1 人につき

200 円を加えた額 

学校薬剤

師  

1 校につき 年額

 93,500 円  

 (略)  
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第 15 号 

長門市税条例の一部を改正する条例  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市税条例の一部を改正する条例  

長門市税条例（平成 17 年長門市条例第 59 号）の一部を次のように改正する。  

改正後 現行  

 

本則  

 

本則  

第 2 章 普通税 第 2 章 普通税 

第 2 節 固定資産税 第 2 節 固定資産税  

(審査委員会の委員の定数) 

第 78 条 審査委員会の委員の定数

は、6 人以内とする。  

(審査委員会の委員の定数) 

第 78 条 審査委員会の委員の定数

は、6 人とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附   則  

この条例は、公布の日から施行する。



議案第 16 号  

 長門市立保育園条例の一部を改正する条例  

  令和８年２月 13 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也  

 

長門市立保育園条例の一部を改正する条例  

長門市立保育園条例（平成 17 年長門市条例第 84 号）の一部を次のように改正

する。  

第２条の表長門市立通保育園の項を削る。  

附 則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第 17 号  

 長門市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

  令和８年２月 13 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也  

 

   長門市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 長門市国民健康保険条例（平成 17 年長門市条例第 94 号）の一部を次のように

改正する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

第 6 章 保険料  第 6 章 保険料  

(保険料の賦課額) 

第 14 条の 2 保険料の賦課額は、次に

掲げる額の合算額とする。  

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した基礎賦課額 (国民健

康保険法施行令(昭和 33 年政令第

362 号)第 29 条の 7 第 1 項第 1 号

に規定する基礎賦課額をいう。以

下同じ。) 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した後期高齢者支援金

等賦課額(国民健康保険法施行令第

29 条の 7 第 1 項第 2 号に規定す

る後期高齢者支援金等賦課額をい

う。以下同じ。) 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付

金賦課被保険者(国民健康保険法施

行令第 29 条の 7 第 1 項第 3 号に

規定する介護納付金賦課被保険者

をいう。以下同じ。)につき算定し

た介護納付金賦課額(国民健康保険

法施行令第 29 条の 7 第 1 項第 3

号に規定する介護納付金賦課額を

いう。以下同じ。) 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した子ども・子育て支

援納付金賦課額(国民健康保険法施

行令第 29 条の 7 第 1 項第 4 号に

規定する子ども・子育て支援納付

金賦課額をいう。以下同じ。 ) 

(保険料の賦課額) 

第 14 条の 2 保険料の賦課額は、世帯

主の世帯に属する被保険者につき算

定した基礎賦課額(国民健康保険法施

行令(昭和 33 年政令第 362 号)第 29

条の 7 第 1 項第 1 号に規定する基礎

賦課額をいう。以下同じ。 )及び後期

高齢者支援金等賦課額(国民健康保険

法施行令第 29 条の 7 第 1 項第 2 号

に規定する後期高齢者支援金等賦課

額をいう。以下同じ。)並びに介護納

付金賦課被保険者(国民健康保険法施

行令第 29 条の 7 第 1 項第 3 号に規

定する介護納付金賦課被保険者をい

う。以下同じ。)につき算定した介護

納付金賦課額(国民健康保険法施行令

第 29 条の 7 第 1 項第 3 号に規定す

る介護納付金賦課額をいう。以下同

じ。)の合算額とする。  

2 (略)  2 (略)  



(基礎賦課総額) 

第 14 条の 3 保険料の賦課額のうち基

礎賦課額(第 22 条、第 22 条の 3 及

び第 22 条の 4 の規定により基礎賦

課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額

を含む。)の総額(以下「基礎賦課総

額」という。)は、第 1 号に掲げる額

の見込額から第 2 号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定

した額とする。ただし、第 27 条第 1

項の規定による保険料の減免を行う

場合においては、第 1 号に掲げる額

の見込額から第 2 号に掲げる額の見

込額を控除した額に第 3 号に掲げる

額の見込額を合算した額を基準とし

て算定した額とすることができる。  

(基礎賦課総額) 

第 14 条の 3 保険料の賦課額のうち基

礎賦課額(第 22 条、第 22 条の 3 及

び第 22 条の 4 の規定により基礎賦

課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額

を含む。)の総額(以下「基礎賦課総

額」という。)は、第 1 号に掲げる額

の見込額から第 2 号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定

した額とする。ただし、第 27 条第 1

項の規定による保険料の減免を行う

場合においては、第 1 号に掲げる額

の見込額から第 2 号に掲げる額の見

込額を控除した額に第 3 号に掲げる

額の見込額を合算した額を基準とし

て算定した額とすることができる。  

(1) 当該年度における次に掲げる額

の合算額  

(1) 当該年度における次に掲げる額

の合算額  

ア (略) ア (略) 

イ 国民健康保険事業費納付金

（法附則第 7 条の規定により読

み替えられた法第 75 条の 7 第

1 項の国民健康保険事業費納付

金をいう。以下この条において

同じ。）の納付に要する費用

（県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者

医療確保法の規定による後期高

齢者支援金等（以下「後期高齢

者支援金等」という。）及び高

齢者医療確保法の規定による病

床転換支援金等（以下「病床転

換支援金等」という。）、介護

保険法（平成 9 年法律第 123

号）の規定による納付金（以下

「介護納付金」という。）並び

に子ども・子育て支援法(平成

24 年法律第 65 号)の規定による

納付金(以下「子ども・子育て支

援納付金」という。)の納付に要

する費用に充てる部分を除

く。）の額  

イ 国民健康保険事業費納付金

（法附則第 7 条の規定により読

み替えられた法第 75 条の 7 第

1 項の国民健康保険事業費納付

金をいう。以下この条において

同じ。）の納付に要する費用

（県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者

医療確保法の規定による後期高

齢者支援金等（以下「後期高齢

者支援金等」という。）、高齢

者医療確保法の規定による病床

転換支援金等（以下「病床転換

支援金等」という。）及び介護

保険法（平成 9 年法律第 123

号）の規定による納付金（以下

「介護納付金」という。）＿＿  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿の納付に要

する費用に充てる部分を除

く。）の額  

ウ～オ (略) ウ～オ (略) 

カ その他国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）

の額（国民健康保険事業費納付

カ その他国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）

の額（国民健康保険事業費納付



金の納付に要する費用（県の国

民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等、介

護納付金並びに子ども・子育て

支援納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）を除

く。）  

金の納付に要する費用（県の国

民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等並び

に介護納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）を除

く。）  

(2) 当該年度における次に掲げる額

の合算額  

(2) 当該年度における次に掲げる額

の合算額  

ア (略) ア (略) 

イ 法附則第 7 条の規定により読

み替えられた法第 75 条の規定

により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（県の国民健康保

険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等、介護納付金

並びに子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。以下このイにおい

て同じ。）に係るものを除

く。）及び同条の規定により貸

し付けられる貸付金（国民健康

保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものを除く。）の

額 

イ 法附則第 7 条の規定により読

み替えられた法第 75 条の規定

により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（県の国民健康保

険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等、病

床転換支援金等及び介護納付金

の納付に要する費用に充てる部

分に限る。以下このイにおいて

同じ。）に係るものを除く。）

及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用

に係るものを除く。）の額  

ウ・エ (略) ウ・エ (略) 

(3) (略) (3) (略) 

(基礎賦課限度額) 

第 18 条の 6 第 15 条の基礎賦課額

は、67 万円を超えることができな

い。  

(基礎賦課限度額) 

第 18 条の 6 第 15 条の基礎賦課額

は、66 万円を超えることができな

い。  

(後期高齢者支援金等賦課総額 ) 

第 18 条の 6 の 2 保険料の賦課額の

うち後期高齢者支援金等賦課額 (第

22 条、第 22 条の 3 及び第 22 条の

4 の規定により後期高齢者支援金等

賦課額を減額するものとした場合に

あっては、その減額することになる

額を含む。)の総額(以下「後期高齢

者支援金等賦課総額」という。 )は、

第 1 号に掲げる額の見込額から第 2

号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。た

だし、第 27 条第 1 項の規定による

(後期高齢者支援金等賦課総額 ) 

第 18 条の 6 の 2 保険料の賦課額の

うち後期高齢者支援金等賦課額 (第

22 条、第 22 条の 3 及び第 22 条の

4 の規定により後期高齢者支援金等

賦課額を減額するものとした場合に

あっては、その減額することになる

額を含む。)の総額(以下「後期高齢

者支援金等賦課総額」という。 )は、

第 1 号に掲げる額の見込額から第 2

号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。た

だし、第 27 条第 1 項の規定による



保険料の減免を行う場合において

は、第 1 号に掲げる額の見込額から

第 2 号に掲げる額の見込額を控除し

た額に第 3 号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額

とすることができる。  

保険料の減免を行う場合において

は、第 1 号に掲げる額の見込額から

第 2 号に掲げる額の見込額を控除し

た額に第 3 号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額

とすることができる。  

(1) 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（県の国民健康保険に関する特別

会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の

納付に要する費用に係る部分に限

る。次号において同じ。）の額  

(1) 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（県の国民健康保険に関する特別

会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の

納付に要する費用に係る部分に限

る。次号において同じ。）＿＿  

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略) 

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率) 

第 18 条の 6 の 6 後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。  

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率) 

第 18 条の 6 の 6 後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。  

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに定めるところに

より算定した額  

(4) 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに定めるところに

より算定した額  

ア 特定世帯又は特定継続世帯以

外の世帯 後期高齢者支援金等

賦課総額の 100 分の 18 に相当

する額を当該年度の前年度及び

その直前の２箇年度の各年度に

おける被保険者が属する世帯の

数等を勘案して算定した数から

特定世帯の数に 2 分の 1 を乗じ

て得た数と特定継続世帯の数に

4 分の 1 を乗じて得た数の合計

数を控除した数で除して得た額  

ア イ又はウに掲げる世帯以外の

世帯 後期高齢者支援金等賦課

総額の 100 分の 18 に相当する

額を当該年度の前年度及びその

直前の２箇年度の各年度におけ

る被保険者が属する世帯の数等

を勘案して算定した数から特定

世帯の数に 2 分の 1 を乗じて得

た数と特定継続世帯の数に 4 分

の 1 を乗じて得た数の合計数を

控除した数で除して得た額  

イ・ウ (略) イ・ウ (略) 

2・3 (略)  2・3 (略)  

(介護納付金賦課総額) 

第 18 条の 7 保険料の賦課額のうち介

護納付金賦課額(第 22 条及び第 22

条の 4 の規定により介護納付金賦課

額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することになる額を

含む。)の総額(以下「介護納付金賦

課総額」という。)は、第 1 号に掲げ

る額の見込額から第 2 号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として

(介護納付金賦課総額) 

第 18 条の 7 保険料の賦課額のうち介

護納付金賦課額(第 22 条及び第 22

条の 4 の規定により介護納付金賦課

額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することになる額を

含む。)の総額(以下「介護納付金賦

課総額」という。)は、第 1 号に掲げ

る額の見込額から第 2 号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として



算定した額とする。ただし、第 27

条第 1 項の規定による保険料の減免

を行う場合においては、第 1 号に掲

げる額の見込額から第 2 号に掲げる

額の見込額を控除した額に第 3 号に

掲げる額の見込額を合算した額を基

準として算定した額とすることがで

きる。  

算定した額とする。ただし、第 27

条第 1 項の規定による保険料の減免

を行う場合においては、第 1 号に掲

げる額の見込額から第 2 号に掲げる

額の見込額を控除した額に第 3 号に

掲げる額の見込額を合算した額を基

準として算定した額とすることがで

きる。  

(1) 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（県の国民健康保険に関する特別

会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分

に限る。次号において同じ。）の

額 

(1) 当該年度における国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用

（県の国民健康保険に関する特別

会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分

に限る。次号において同じ。）＿

＿ 

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略) 

(子ども・子育て支援納付金賦課総

額) 

第 18 条の 13 保険料の賦課額のうち

子ども・子育て支援納付金賦課額 (第

22 条、第 22 条の 3、第 22 条の 4

及び第 22 条の 5 の規定により子ど

も・子育て支援納付金賦課額を減額

するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。 )の

総額(以下「子ども・子育て支援納付

金賦課総額」という。)は、第 1 号に

掲げる額の見込額から第 2 号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準と

して算定した額とする。ただし、第

27 条第 1 項の規定による保険料の減

免を行う場合においては、第 1 号に

掲げる額の見込額から第 2 号に掲げ

る額の見込額を控除した額に第 3 号

に掲げる額の見込額を合算した額を

基準として算定した額とすることが

できる。  

(新設) 

(1) 当該年度における次に掲げる額

の合算額  

 

ア 当該年度における国民健康保

険事業費納付金の納付に要する

費用(県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する子ど

も・子育て支援納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限

る。次号において同じ。)の額  

 

イ 第 22 条の 5 に規定する基準
 



に従い子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割額を

減額するものとした場合に減額

することとなる額の総額  

(2) 当該年度における次に掲げる額

の合算額  

 

ア 法附則第 7 条の規定により読

み替えられた法第 75 条の規定

により交付を受ける補助金 (国民

健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。 )

及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金(国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。)の額  

 

イ その他国民健康保険事業に要

する費用(国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限

る。)のための収入(法第 72 条の

3 第 1 項、第 72 条の 3 の 2 第 1

項及び第 72 条の 3 の 3 第 1 項

の規定による繰入金を除く。 )の

額 

 

(3) 当該年度における第 27 条第 1

項の規定による子ども・子育て支

援納付金賦課額の減免の額の総額  

 

(子ども・子育て支援納付金賦課額 ) 

第 18 条の 14 保険料の賦課額のうち

子ども・子育て支援納付金賦課額

は、当該世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額の総額並びに当該世

帯につき算定した世帯別平等割額の

合計額に、当該世帯に属する 18 歳

以上被保険者(国民健康保険法施行令

第 29 条の 7 第 5 項第 3 号に規定す

る 18 歳以上被保険者をいう。以下

同じ。)につき算定した 18 歳以上被

保険者均等割額の総額を加算した額

とする。  

(新設) 

(子ども・子育て支援納付金賦課額の

所得割額の算定) 

第 18 条の 15 前条の所得割額は、被

保険者に係る賦課期日の属する年の

前年の所得に係る基礎控除後の総所

得金額等に、第 18 条の 16 の所得割

の保険料率を乗じて算定する。  

(新設) 



(子ども・子育て支援納付金賦課額の

保険料率) 

第 18 条の 16 子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率は、次のとお

りとする。  

(新設) 

(1) 所得割 子ども・子育て支援納

付金賦課総額から、第 18 条の 13

第 1 号イに掲げる額の見込額及び

同号イに係る同条第 3 号に掲げる

額の見込額の合算額から同条第 1

号イに係る同条第 2 号に掲げる額

の見込額を控除した額を控除した

額（以下「子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率の算定に係

る額」という。）の 100 分の 50

に相当する額を被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等(国民健康

保険法施行令第 29 条の 7 第 5 項

第 4 号ただし書に規定する場合に

あっては、国民健康保険法施行規

則第 32 条の 10 の 2 に規定する方

法により補正された後の金額とす

る。)の総額で除して得た数  

 

(2) 被保険者均等割 子ども・子育

て支援納付金賦課額の保険料の算

定に係る額の 100 分の 32 に相当

する額を当該年度の前年度及びそ

の直前の 2 箇年度の各年度におけ

る被保険者の数等を勘案して算定

した数で除して得た額  

 

(3) 18 歳以上被保険者均等割 第

18 条の 13 第 1 号イに掲げる額の

見込額及び同号イに係る同条第 3

号に掲げる額の見込額の合算額か

ら同条第 1 号イに係る同号第 2 号

に掲げる額の見込額を控除した額

を、当該年度の前年度及びその直

前の 2 箇年度の各年度における 18

歳以上被保険者の数等を勘案して

算定した数で除して得た額  

 

(4) 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに定めるところに

より算定した額  

 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以

外の世帯 子ども・子育て支援

納付金賦課額の保険料率の算定

に係る額の 100 分の 18 に相当

 



する額を当該年度の前年度及び

その直前の 2 箇年度の各年度に

おける被保険者が属する世帯の

数等を勘案して算定した数から

特定世帯の数に 2 分の 1 を乗じ

て得た数と特定継続世帯の数に

4 分の 1 を乗じて得た数の合計

数を控除した数で除して得た額  

イ 特定世帯 アに定めるところ

により算定した額に 2 分の 1 を

乗じて得た額  

 

ウ 特定継続世帯 アに定めると

ころにより算定した額に 4 分の

3 を乗じて得た額  

 

2 前項に規定する保険料率を決定す

る場合において、小数点以下第 4 位

未満の端数又は 1 円未満の端数があ

るときは、これを切り上げるものと

する。  

 

3 市長は、第 1 項に規定する保険料

率を決定したときは、すみやかに告

示しなければならない。  

 

(子ども・子育て支援納付金賦課限度

額) 

第 18 条の 17 第 18 条の 14 の子ど

も・子育て支援納付金賦課額は、3

万円を超えることができない。  

(新設) 

(賦課期日後において納付義務の発

生、消滅又は被保険者数の異動等が

あった場合) 

第 21 条 保険料の賦課期日後に納付

義務が発生し、又は 1 世帯に属する

被保険者数が増加若しくは減少し、

若しくは 1 世帯に属する被保険者が

介護納付金賦課被保険者となった若

しくは介護納付金賦課被保険者でな

くなった、若しくは国民健康保険法

施行令第 29 条の 7 の 2 第 2 項に規

定する特例対象被保険者等（以下

「特例対象被保険者等」という。）

となった場合における当該納付義務

者に係る第 15 条、第 18 条の 6 の 3

若しくは第 18 条の 14 の額（被保険

者数が増加若しくは減少した場合 (特

定同一世帯所属者に該当することに

より被保険者数が減少した場合を除

く。)又は特例対象被保険者等となっ

(賦課期日後において納付義務の発

生、消滅又は被保険者数の異動等が

あった場合) 

第 21 条 保険料の賦課期日後に納付

義務が発生し、又は 1 世帯に属する

被保険者数が増加若しくは減少し、

若しくは 1 世帯に属する被保険者が

介護納付金賦課被保険者となった若

しくは介護納付金賦課被保険者でな

くなった、若しくは国民健康保険法

施行令第 29 条の 7 の 2 第 2 項に規

定する特例対象被保険者等（以下

「特例対象被保険者等」という。）

となった場合における当該納付義務

者に係る第 15 条、第 18 条の 6 の 3

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の額（被保険

者数が増加若しくは減少した場合 (特

定同一世帯所属者に該当することに

より被保険者数が減少した場合を除

く。)又は特例対象被保険者等となっ



た場合における当該納付義務者に係

る世帯別平等割額を除く。 )若しくは

第 18 条の 8 の額又は第 22 条第 1 項

各号（同条第 3 項又は第 4 項の規定

により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める

額若しくは同条第 5 項各号に定める

額、第 22 条の 3 第 1 項(同条第 3 項

又は第 4 項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。次項において

同じ。)に定める＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿額、

同条第 5 項(同条第 7 項又は第 8 項

の規定により読み替えて準用する場

合を含む。次項において同じ。 )に定

める額、第 22 条の 4 第 1 項各号(同

条第 3 項から第 5 項までの規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。

次項において同じ。)に定める額、同

条第 6 項各号(同条第 8 項から第 10

項までの規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同

じ。)に定める額若しくは第 22 条の

5 第 1 項に定める額の算定は、それ

ぞれ、その納付義務が発生し、又は

被保険者数が増加若しくは減少した

日(法第 6 条第 1 号から第 8 号まで

の規定のいずれかに該当したことに

より被保険者数が減少した場合にお

いては、その減少した日が月の初日

であるときに限り、その前日とす

る。)若しくは 1 世帯に属する被保険

者が介護納付金賦課被保険者となっ

た若しくは介護納付金賦課被保険者

でなくなった日若しくは特例対象被

保険者等となった日の属する月か

ら、月割をもって行う。  

た場合における当該納付義務者に係

る世帯別平等割額を除く。 )若しくは

第 18 条の 8 の額又は第 22 条第 1 項

各号（同条第 3 項又は第 4 項の規定

により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める

額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿、第 22 条の 3 第 1 項(同条第 3 項

＿＿＿＿＿の規定により読み替えて

準用する場合を含む。次項において

同じ。)に定める第 18 条の基礎賦課

額の被保険者均等割の保険料率にそ

れぞれ 10 分の 5 を乗じて得た額、

第 22 条の 3 第 4 項第 1 号(同条第 6

項の規定により読み替えて準用する

場合を含む。次項において同じ。 )に

定める額、第 22 条の 4 第 1 項各号

(同条第 3 項又は第 4 項の規定により

読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。)に定める額若しく

は同条第 5 項各号(同条第 7 項又は第

8 項の規定により読み替えて準用す

る場合を含む。次項において同じ。 )

に定める額の算定は、それぞれ、そ

の納付義務が発生し、又は被保険者

数が増加若しくは減少した日 (法第 6

条第 1 号から第 8 号までの規定のい

ずれかに該当したことにより被保険

者数が減少した場合においては、そ

の減少した日が月の初日であるとき

に限り、その前日とする。 )若しくは

1 世帯に属する被保険者が介護納付

金賦課被保険者となった若しくは介

護納付金賦課被保険者でなくなった

日若しくは特例対象被保険者等とな

った日の属する月から、月割をもっ

て行う。  

2 保険料の賦課期日後に納付義務が

消滅した場合における当該納付義務

者に係る第 15 条、第 18 条の 6 の 3

第 18 条の 8 若しくは第 18 条の 14

の額若しくは第 18 条の 8 の額又は

第 22 条第 1 項各号に定める額若し

くは同条第 5 項各号に定める額、第

22 条の 3 第 1 項に定める＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2 保険料の賦課期日後に納付義務が

消滅した場合における当該納付義務

者に係る第 15 条若しくは第 18 条の

6 の 3 の額若しくは第 18 条の 8 の

額又は第 22 条第 1 項各号に定める

額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿、第 22 条の 3 第 1 項に定める第

18 条の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率にそれぞれ 10 分の 5 を

乗じて得た額、第 22 条の 3 第 4 項



＿額、同条第 5 項に定める額、第 22

条の 4 第 1 項各号に定める額、同条

第 6 項各号に定める額若しくは第 22

条の 5 第 1 項に定める額の算定は、

その納付義務が消滅した日 (法第 6 条

第 1 号から第 8 号までの規定のいず

れかに該当したことにより納付義務

が消滅した場合においては、その消

滅した日が月の初日であるときに限

り、その前日とする。)の属する月の

前月まで、月割をもって行う。  

第 1 号に定める額、第 22 条の 4 第

1 項各号に定める額若しくは同条第

5 項各号に定める額の算定は、その

納付義務が消滅した日(法第 6 条第 1

号から第 8 号までの規定のいずれか

に該当したことにより納付義務が消

滅した場合においては、その消滅し

た日が月の初日であるときに限り、

その前日とする。)の属する月の前月

まで、月割をもって行う。  

(低所得者の保険料の減額) 

第 22 条 次の各号に該当する納付義

務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第 15 条の基

礎賦課額から、それぞれ、当該各号

に定める額を減額して得た額 (当該減

額して得た額が 67 万円を超える場

合には、67 万円)とする。  

(低所得者の保険料の減額) 

第 22 条 次の各号に該当する納付義

務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第 15 条の基

礎賦課額から、それぞれ、当該各号

に定める額を減額して得た額 (当該減

額して得た額が 66 万円を超える場

合には、66 万円)とする。  

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生

した日とする。)現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方

税法第 314 条の 2 第 1 項に規定す

る総所得金額(青色専従者給与額又

は事業専従者控除額については、

同法第 313 条第 3 項、第 4 項又は

第 5 項の規定を適用せず、所得税

法(昭和 40 年法律第 33 号)第 57

条第 1 項、第 3 項又は第 4 項の規

定の例によらないものとし、山林

所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（地方税

法附則第 33 条の 2 第 5 項に規定

する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第 35 条の 2 の

6 第 8 項又は第 11 項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第 33 条の 3 第 5

項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第 34 条第 4

項に規定する長期譲渡所得の金

額、同法附則第 35 条第 5 項に規

定する短期譲渡所得の金額、同法

附則第 35 条の 2 第 5 項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生

した日とする。)現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方

税法第 314 条の 2 第 1 項に規定す

る総所得金額(青色専従者給与額又

は事業専従者控除額については、

同法第 313 条第 3 項、第 4 項又は

第 5 項の規定を適用せず、所得税

法(昭和 40 年法律第 33 号)第 57

条第 1 項、第 3 項又は第 4 項の規

定の例によらないものとし、山林

所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（地方税

法附則第 33 条の 2 第 5 項に規定

する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第 35 条の 2 の

6 第 8 項又は第 11 項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第 33 条の 3 第 5

項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第 34 条第 4

項に規定する長期譲渡所得の金

額、同法附則第 35 条第 5 項に規

定する短期譲渡所得の金額、同法

附則第 35 条の 2 第 5 項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の



金額（同法附則第 35 条の 3 第 15

項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第

35 条の 2 の 2 第 5 項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第 35 条の 2 の 6 第

11 項又は第 35 条の 3 第 13 項若

しくは第 15 項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金

額）、同法附則第 35 条の 4 第 4

項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額（同法附則第 35 条の 4

の 2 第 7 項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、外

国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関

する法律第 8 条第 2 項に規定する

特例適用利子等の額、同法第 8 条

第 4 項に規定する特例適用配当等

の額、租税条約等実施特例法第 3

条の 2 の 2 第 10 項に規定する条

約適用利子等の額及び同条第 12

項に規定する条約適用配当等の額

をいう。以下この項において同

じ。）の算定についても同様とす

る。以下同じ。)及び山林所得金額

並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方

税法第 314 条の 2 第 2 項第 1 号に

定める金額（世帯主並びに当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者（次号及び第

3 号並びに第 5 項において「世帯

主等」という。）のうち給与所得

を有する者（前年中に同条第 1 項

に規定する総所得金額に係る所得

税法第 28 条第 1 項に規定する給

与所得について同条第 3 項に規定

する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第 1 項に規定する給与

等の収入金額が 55 万円を超える

者に限る。）をいう。以下この号

において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年

中に地方税法第 314 条の 2 第 1 項

に規定する総所得金額に係る所得

税法第 35 条第 3 項に規定する公

的年金等に係る所得について同条

第 4 項に規定する公的年金等控除

金額（同法附則第 35 条の 3 第 15

項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第

35 条の 2 の 2 第 5 項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第 35 条の 2 の 6 第

11 項又は第 35 条の 3 第 13 項若

しくは第 15 項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金

額）、同法附則第 35 条の 4 第 4

項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額（同法附則第 35 条の 4

の 2 第 7 項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、外

国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関

する法律第 8 条第 2 項に規定する

特例適用利子等の額、同法第 8 条

第 4 項に規定する特例適用配当等

の額、租税条約等実施特例法第 3

条の 2 の 2 第 10 項に規定する条

約適用利子等の額及び同条第 12

項に規定する条約適用配当等の額

をいう。以下この項において同

じ。）の算定についても同様とす

る。以下同じ。)及び山林所得金額

並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方

税法第 314 条の 2 第 2 項第 1 号に

定める金額（世帯主並びに当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者（次号及び第

3 号＿＿＿＿＿＿において「世帯

主等」という。）のうち給与所得

を有する者（前年中に同条第 1 項

に規定する総所得金額に係る所得

税法第 28 条第 1 項に規定する給

与所得について同条第 3 項に規定

する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第 1 項に規定する給与

等の収入金額が 55 万円を超える

者に限る。）をいう。以下この号

において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年

中に地方税法第 314 条の 2 第 1 項

に規定する総所得金額に係る所得

税法第 35 条第 3 項に規定する公

的年金等に係る所得について同条

第 4 項に規定する公的年金等控除



額の控除を受けた者（年齢 65 歳

未満の者にあっては当該公的年金

等の収入金額が 60 万円を超える

者に限り、年齢 65 歳以上の者に

あっては当該公的年金等の収入金

額が 110 万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（次号

及び第 3 号並びに第 5 項において

「給与所得者等の数」という。）

が 2 以上の場合にあっては、地方

税法第 314 条の 2 第 2 項第 1 号に

定める金額に当該給与所得者等の

数から 1 を減じた数に 10 万円を

乗じて得た金額を加えた金額）を

超えない世帯に係る保険料の納付

義務者  

アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額とを合算

した額  

額の控除を受けた者（年齢 65 歳

未満の者にあっては当該公的年金

等の収入金額が 60 万円を超える

者に限り、年齢 65 歳以上の者に

あっては当該公的年金等の収入金

額が 110 万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（次号

及び第 3 号＿＿＿＿＿＿において

「給与所得者等の数」という。）

が 2 以上の場合にあっては、地方

税法第 314 条の 2 第 2 項第 1 号に

定める金額に当該給与所得者等の

数から 1 を減じた数に 10 万円を

乗じて得た金額を加えた金額）を

超えない世帯に係る保険料の納付

義務者  

アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額とを合算

した額  

ア・イ (略) ア・イ (略) 

(2) 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合

算額が、地方税法第 314 条の 2 第

2 項第 1 号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が 2 以

上の場合にあっては、同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数か

ら 1 を減じた数に 10 万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に 31

万円に当該年度の保険料賦課期日

(賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した

日とする。)現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前号に該当する者以外の者  

アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額とを合算

(2) 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合

算額が、地方税法第 314 条の 2 第

2 項第 1 号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が 2 以

上の場合にあっては、同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数か

ら 1 を減じた数に 10 万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に 30

万 5 千円に当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生

した日とする。)現在において当該

世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗

じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前号に該当する者以外

の者  

アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じ



した額  て得た額とイに掲げる額とを合算

した額  

ア・イ (略) ア・イ (略) 

(3) 第 1 号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第 314 条の 2

第 2 項第 1 号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が 2

以上の場合にあっては、同号に定

める金額に当該給与所得者等の数

から 1 を減じた数に 10 万円を乗

じて得た金額を加えた金額）に 57

万円に当該年度の保険料賦課期日

(賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した

日とする。)現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前 2 号に該当する者以外の

者 

アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額とを合算

した額  

(3) 第 1 号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第 314 条の 2

第 2 項第 1 号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が 2

以上の場合にあっては、同号に定

める金額に当該給与所得者等の数

から 1 を減じた数に 10 万円を乗

じて得た金額を加えた金額）に 56

万円に当該年度の保険料賦課期日

(賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した

日とする。)現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前 2 号に該当する者以外の

者 

アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額とを合算

した額  

ア・イ (略) ア・イ (略) 

2 (略)  2 (略)  

3 前 2 項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1 項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第 15

条」とあるのは「第 18 条の 6 の

3」と、「67 万円」とあるのは「26

万円」と、第 2 項中「第 18 条」と

あるのは「第 18 条の 6 の 6」と読

み替えるものとする。  

3 前 2 項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1 項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第 15

条」とあるのは「第 18 条の 6 の

3」と、「66 万円」とあるのは「26

万円」と、第 2 項中「第 18 条」と

あるのは「第 18 条の 6 の 6」と読

み替えるものとする。  

4 第 1 項及び第 2 項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1 項中

「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第 15 条」とあ

るのは「第 18 条の 8」と、「67 万

4 第 1 項及び第 2 項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1 項中

「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第 15 条」とあ

るのは「第 18 条の 8」と、「66 万



円」とあるのは「17 万円」と、第 2

項中「第 18 条」とあるのは「第 18

条の 11」と読み替えるものとする。  

円」とあるのは「17 万円」と、第 2

項中「第 18 条」とあるのは「第 18

条の 11」と読み替えるものとする。  

5 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち

子ども・子育て支援納付金賦課額

は、第 18 条の 14 の子ども・子育て

支援納付金賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た

額(当該減額して得た額が 3 万円を超

える場合には、3 万円)とする。  

(新設) 

(1) 第 1 項第 1 号に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第 314

条の 2 第 2 項第 1 号に定める金額

(世帯主等のうち給与所得者等の数

が 2 以上の場合にあっては、同号

に定める金額に当該給与所得者等

の数から 1 を減じた数に 10 万円

を乗じて得た金額を加えた金額 )を

超えない世帯に係る保険料の納付

義務者  

  アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額、

イに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の 18

歳以上被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得

た額及びウに掲げる額を合算した

額 

 

ア 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に 10 分の 7 を

乗じて得た額  

 

イ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の 18 歳以上

被保険者均等割の保険料率に 10

分の 7 を乗じて得た額  

 

ウ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の世帯別平等

割の保険料率に 10 分の 7 を乗

じて得た額  

 



(2) 第 1 項第 1 号に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第 314

条の 2 第 2 項第 1 号に定める金額

(世帯主等のうち給与所得者等の数

が 2 以上の場合にあっては、同号

に定める金額に当該給与所得者等

の数から 1 を減じた数に 10 万円

を乗じて得た金額を加えた金額 )に

31 万円に当該年度の保険料賦課期

日(賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した

日とする。)現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前号に該当する者以外の者  

  アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額、

イに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の 18

歳以上被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得

た額及びウに掲げる額を合算した

額 

 

ア 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に 10 分の 5 を

乗じて得た額  

 

イ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の 18 歳以上

被保険者均等割の保険料率に 10

分の 5 を乗じて得た額  

 

ウ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の世帯別平等

割の保険料率に 10 分の 5 を乗

じて得た額  

 

(3) 第 1 項第 1 号に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第 314

条の 2 第 2 項第 1 号に定める金額

 



(世帯主等のうち給与所得者等の数

が 2 以上の場合にあっては、同号

に定める金額に当該給与所得者等

の数から 1 を減じた数に 10 万円

を乗じて得た金額を加えた金額 )に

57 万円に当該年度の保険料賦課期

日(賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した

日とする。)現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前 2 号に該当する者以外の

者 

  アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額、

イに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の 18

歳以上被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得

た額及びウに掲げる額を合算した

額 

ア 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に 10 分の 2 を

乗じて得た額  

 

イ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の 18 歳以上

被保険者均等割の保険料率に 10

分の 2 を乗じて得た額  

 

ウ 当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の世帯別平等

割の保険料率に 10 分の 2 を乗

じて得た額  

 

6 第 18 条の 16 第 2 項及び第 3 項の

規定は、前項各号アからウまでに規

定する額(前項に規定する第 1 号の 1

人当たり軽減額、第 2 号の 1 人当た

り軽減額及び第 3 号の 1 人当たり軽

減額)の決定について準用する。この

場合において、第 18 条の 16 第 2 項

及び第 3 項の規定中「保険料率」と

あるのは「額」(「第 1 号の 1 人当た

(新設) 



り軽減額、第 2 号の 1 人当たり軽減

額及び第 3 号の 1 人当たり軽減額」)

と読み替えるものとする。  

(特例対象被保険者等の特例 ) 

第 22 条の 2 世帯主又は当該世帯に属

する被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等である

場合における第 16 条第 1 項、第 18

条の 6 の 4、第 18 条の 9 及び第 18

条の 15 並びに前条第 1 項(同条第 3

項又は第 4 項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。)及び同条第

5 項の規定の適用については、第 16

条第 1 項中「規定する総所得金額」

とあるのは「規定する総所得金額

（特例対象被保険者等の総所得金額

に所得税法第 28 条第 1 項に規定す

る給与所得が含まれている場合にお

いては、当該給与所得については、

同条第２項の規定によって計算した

金額の 100 分の 30 に相当する金額

によるものとする。第 2 項において

同じ。）」と、「所得の金額（同

法」とあるのは「所得の金額（地方

税法」と、前条第 1 項第 1 号中「総

所得金額（」とあるのは「総所得金

額（特例対象被保険者等の総所得金

額に所得税法第 28 条第 1 項に規定

する給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得について

は、同条第 2 項の規定によって計算

した金額の 100 分の 30 に相当する

金額によるものとする。」と、「つ

いては、同法」とあるのは「ついて

は、地方税法」と読み替えるものと

する。  

(特例対象被保険者等の特例 ) 

第 22 条の 2 世帯主又は当該世帯に属

する被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等である

場合における第 16 条第 1 項及び前

条第 1 項の規定の適用については、

第 16 条第 1 項中「規定する総所得

金額」とあるのは「規定する総所得

金額（特例対象被保険者等の総所得

金額に所得税法第 28 条第 1 項に規

定する給与所得が含まれている場合

においては、当該給与所得について

は、同条第２項の規定によって計算

した金額の 100 分の 30 に相当する

金額によるものとする。第 2 項にお

いて同じ。）」と、「所得の金額

（同法」とあるのは「所得の金額

（地方税法」と、前条第 1 項第 1 号

中「総所得金額（」とあるのは「総

所得金額（特例対象被保険者等の総

所得金額に所得税法第 28 条第 1 項

に規定する給与所得が含まれている

場合においては、当該給与所得につ

いては、同条第 2 項の規定によって

計算した金額の 100 分の 30 に相当

する金額によるものとする。」と、

「ついては、同法」とあるのは「つ

いては、地方税法」と読み替えるも

のとする。  

(未就学児の被保険者均等割額の減

額) 

第 22 条の 3 当該年度において、その

世帯に 6 歳に達する日以後の最初の

3 月 31 日以前である被保険者（以下

「未就学児」という。）がある場合

における当該被保険者に係る当該年

度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額は、第 18 条の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該保

険料率に、それぞれ、10 分の 5 を乗

じて得た額（第 18 条第 2 項の規定

(未就学児の被保険者均等割額の減

額) 

第 22 条の 3 当該年度において、その

世帯に 6 歳に達する日以後の最初の

3 月 31 日以前である被保険者（以下

「未就学児」という。）がある場合

における当該被保険者に係る当該年

度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額は、第 18 条の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該保

険料率に、それぞれ、10 分の 5 を乗

じて得た額（第 18 条第 2 項の規定



により端数の切り上げを行った後の

額とする。）を控除して得た額とす

る（第 5 項に掲げる場合を除く。）  

 。  

により端数の切り上げを行った後の

額とする。）を控除して得た額とす

る（第 4 項に掲げる場合を除く。）  

 。  

2・3 (略)  2・3 (略)  

4 第 1 項及び第 2 項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第 1 項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「第 18 条」とあるのは

「第 18 条の 16」と、第 2 項中「第

18 条第 3 項」とあるのは「第 18 条

の 16 第 3 項」と読み替えるものと

する。  

(新設) 

5 (略)  4 (略)  

6 (略)  5 (略)  

7 前 2 項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 5 項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第 22

条第 1 項各号」とあるのは「第 22

条第 3 項の規定により読み替えられ

た同条第 1 項各号」と、「第 18

条」とあるのは「第 18 条の 6 の

6」と、第 6 項中「第 18 条第 3 項」

とあるのは「第 18 条の 6 の 6 第 3

項」と読み替えるものとする。  

6 前 2 項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 4 項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、「第 18

条」とあるのは「第 18 条の 6 の

6」と、第 5 項中「第 18 条第 3 項」

とあるのは「第 18 条の 6 の 6 第 3

項」と読み替えるものとする。  

8 第 5 項及び第 6 項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第 5 項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「第 22 条第 1 項各号」

とあるのは「第 22 条第 5 項各号」

と、「第 18 条」とあるのは「第 18

条の 17」と、第 6 項中「第 18 条第

3 項」とあるのは「第 18 条の 16 第

3 項」と読み替えるものとする。  

(新設) 

(出産被保険者の保険料の減額 ) 

第 22 条の 4 当該年度において、世帯

に出産被保険者(国民健康保険法施行

令第 29 条の 7 第 6 項第 8 号に規定

する出産被保険者をいう。以下同

じ。)がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の

(出産被保険者の保険料の減額 ) 

第 22 条の 4 当該年度において、世帯

に出産被保険者(国民健康保険法施行

令第 29 条の 7 第 5 項第 8 号に規定

する出産被保険者をいう。以下同

じ。)がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の



賦課額のうち基礎賦課額は、第 15

条の基礎賦課額から、次の各号の合

算額を減額して得た額(当該減額して

得た額が 67 万円を超える場合に

は、67 万円)とする(第 6 項に掲げる

場合を除く)。  

賦課額のうち基礎賦課額は、第 15

条の基礎賦課額から、次の各号の合

算額を減額して得た額(当該減額して

得た額が 66 万円を超える場合に

は、66 万円)とする(第 5 項に掲げる

場合を除く)。  

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に当該年度分

の基礎賦課額の所得割の保険料率

を乗じて得た額に 12 分の 1 を乗

じて得た額に、当該出産被保険者

の出産の予定日(国民健康保険法施

行規則第 32 条の 10 の 3 で定める

場合には、出産の日。第 27 条の 4

第 1 項及び第 2 項において同じ。)

の属する月(以下この号において

「出産予定月」という。)の前月

(多胎妊娠の場合には、3 月前)か

ら出産予定月の翌々月までの期間

(以下「産前産後期間」という。 )

のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額  

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に当該年度分

の基礎賦課額の所得割の保険料率

を乗じて得た額に 12 分の 1 を乗

じて得た額に、当該出産被保険者

の出産の予定日(国民健康保険法施

行規則第 32 条の 10 の 2 で定める

場合には、出産の日。第 27 条の 4

第 1 項及び第 2 項において同じ。)

の属する月(以下この号において

「出産予定月」という。)の前月

(多胎妊娠の場合には、3 月前)か

ら出産予定月の翌々月までの期間

(以下「産前産後期間」という。 )

のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額  

(2) (略) (2) (略) 

2 (略)  2 (略)  

3 前 2 項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1 項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第 15

条」とあるのは「第 18 条の 6 の

3」と、「67 万円」とあるのは「26

万円」と、第 2 項中「第 18 条」と

あるのは「第 18 条の 6 の 6」と読

み替えるものとする。  

3 前 2 項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1 項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第 15

条」とあるのは「第 18 条の 6 の

3」と、「66 万円」とあるのは「26

万円」と、第 2 項中「第 18 条」と

あるのは「第 18 条の 6 の 6」と読

み替えるものとする。  

4 第 1 項及び第 2 項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1 項中

「規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。」とあるのは「規定する出

産被保険者(介護納付金賦課被保険者

であるものに限る。)をいう。以下こ

の項において同じ。」と、「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第 15 条」とあるのは

「第 18 条の 8」と、「67 万円」と

あるのは「17 万円」と、第 2 項中

「第 18 条」とあるのは「第 18 条の

11」と読み替えるものとする。  

4 第 1 項及び第 2 項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1 項中

「規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。」とあるのは「規定する出

産被保険者(介護納付金賦課被保険者

であるものに限る。)をいう。以下こ

の項において同じ。」と、「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第 15 条」とあるのは

「第 18 条の 8」と、「66 万円」と

あるのは「17 万円」と、第 2 項中

「第 18 条」とあるのは「第 18 条の

11」と読み替えるものとする。  



5 第 1 項及び第 2 項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第 1 項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「被保険者均等割」とあ

るのは「被保険者均等割及び 18 歳

以上被保険者均等割」と、「第 15

条」とあるのは「第 18 条の 14」

と、「67 万円」とあるのは「3 万

円」と、第 2 項中「第 18 条」とあ

るのは「第 18 条の 16」と読み替え

るものとする。  

(新設) 

6 当該年度において、第 22 条に規定

する基準に従い保険料を減額するも

のとした納付義務者の世帯に出産被

保険者がある場合における当該世帯

の納付義務者に対して課する保険料

の賦課額のうち基礎賦課額は、当該

減額後の第 15 条の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得

た額(当該減額して得た額が 67 万円

を超える場合には、67 万円)とす

る。  

5 当該年度において、第 22 条に規定

する基準に従い保険料を減額するも

のとした納付義務者の世帯に出産被

保険者がある場合における当該世帯

の納付義務者に対して課する保険料

の賦課額のうち基礎賦課額は、当該

減額後の第 15 条の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得

た額(当該減額して得た額が 66 万円

を超える場合には、66 万円)とす

る。  

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

7 (略)  6 (略)  

8 前 2 項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 6 項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第 15

条」とあるのは「第 18 条の 6 の

3」と、「67 万円」とあるのは「26

万円」と、「第 22 条第 1 項各号」

とあるのは「第 22 条第 3 項の規定

により読み替えられた同条第 1 項各

号」と、第 7 項中「第 18 条」とあ

るのは「第 18 条の 6 の 6」と読み

替えるものとする。  

7 前 2 項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 5 項中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第 15

条」とあるのは「第 18 条の 6 の

3」と、「66 万円」とあるのは「26

万円」と＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿、第 6 項中「第 18 条」とあ

るのは「第 18 条の 6 の 6」と読み

替えるものとする。  

9 第 6 項及び第 7 項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 6 項中

「出産被保険者」とあるのは「出産

被保険者(介護納付金賦課被保険者で

あるものに限る。以下この項におい

て同じ。)」と、「基礎賦課額」とあ

るのは「介護納付金賦課額」と、

「第 15 条」とあるのは「第 18 条の

8 第 5 項及び第 6 項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 5 項中

「出産被保険者」とあるのは「出産

被保険者(介護納付金賦課被保険者で

あるものに限る。以下この項におい

て同じ。)」と、「基礎賦課額」とあ

るのは「介護納付金賦課額」と、

「第 15 条」とあるのは「第 18 条の



8」と、「67 万円」とあるのは「17

万円」と、「第 22 条第 1 項各号」

とあるのは「第 22 条第 4 項の規定

により読み替えられた同条第 1 項各

号」と、第 7 項中「第 18 条」とあ

るのは「第 18 条の 11」と読み替え

るものとする。  

8」と、「66 万円」とあるのは「17

万円」と＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿、第 6 項中「第 18 条」とあ

るのは「第 18 条の 11」と読み替え

るものとする。  

10 第 6 項及び第 7 項の規定は、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。この場合におい

て、第 6 項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「被保険者均等割」とあ

るのは「被保険者均等割及び 18 歳

以上被保険者均等割」と、「第 15

条」とあるのは「第 18 条の 14」

と、「67 万円」とあるのは「3 万

円」と、「第 22 条第 1 項各号」と

あるのは「第 22 条第 5 項各号」

と、第 7 項中「第 18 条」とあるの

は「第 18 条の 16」と読み替えるも

のとする。  

(新設) 

(18 歳に達する日以降の最初の 3 月

31 日以前である被保険者の被保険者

均等割額の減額) 

第 22 条の 5 当該年度において、その

世帯に 18 歳に達する日以後の最初

の 3 月 31 日以前である被保険者 (以

下「18 歳未満被保険者」という。 )

がある場合における当該 18 歳未満

被保険者に係る当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額は、第 18 条の 16 の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割額の保険料率に相当す

る額(第 22 条第 5 項、第 22 条の 3

第 4 項の規定により読み替えられた

同条第 1 項若しくは同条第 8 項の規

定により読み替えられた同条第 5 項

又は前条第 5 項の規定により読み替

えられた同条第 1 項若しくは同条 10

項の規定により読み替えられた同条

第 6 項に規定する基準に従い当該 18

歳未満被保険者に係る当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割の保険料率に相当す

る額を減額するものとした場合にあ

っては、当該減額後の額。以下同

(新設) 



じ。)から、当該保険料率に相当する

額を控除して得た額とする。  

2 第 18 条の 16 第 3 項の規定は、前

項に規定する額の決定について準用

する。この場合において、第 18 条

の 16 第 3 項の規定中「保険料率」

とあるのは「額」と読み替えるもの

とする。  

 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

   附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の第 14 条の２、第 18 条の６、第 18 条の 13 から第 18

条の 17 まで及び第 21 条から第 22 条の５までの規定は、令和８年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。  



議案第 18 号 

 長門市介護保険条例の一部を改正する条例  

  令和８年２月 13 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

   長門市介護保険条例の一部を改正する条例  

 長門市介護保険条例（平成 17 年長門市条例第 96 号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 現行  

附 則 附 則 

1～13 (略) 1～13 (略) 

(令和 8 年度の保険料率の算定に関す

る所得の額の算定方法の特例 ) 

14 第１号被保険者（令和 8 年度分の

保険料の賦課期日において当該保険

料を賦課する市町村に住所を有しな

い者を除き、令和 8 年度分の地方税

法の規定による市町村民税の賦課期

日において当該保険料を賦課する市

町村に住所を有する者（同法第 294

条第 3 項の規定により当該市町村の

住民基本台帳に記録されている者と

みなされた者を含む。）に限る。以

下この項から第 17 項までにおいて

同じ。）のうち、令和 7 年の合計所

得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等（所得税法第 28

条第 1 項に規定する給与等をいう。

以下同じ。）の収入金額が 55 万 1,0

00 円以上 65 万 1,000 円未満である

者に限る。）の令和 8 年度における

保険料率の算定についての第 4 条第

1 項（第 6 号ア、第 7 号ア、第 8 号

ア、第 9 号ア、第 10 号ア、第 11 号

ア、第 12 号ア及び第 13 号アに係る

部分に限る。）の規定の適用につい

ては、同項第 6 号ア中「地方税法第

292 条第 1 項第 13 号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）（租税特別措置法第 33

条の 4 第 1 項若しくは第 2 項、第 3

4 条第 1 項、第 34 条の 2 第 1 項、

第 34 条の 3 第 1 項、第 35 条第 1

(新設) 



項、第 35 条の 2 第 1 項、第 35 条の

3 第 1 項又は第 36 条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額

から令第 22 条の 2 第 2 項に規定す

る特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が 0 を下回る

場合には、0 とする。以下同

じ。）」とあるのは、「合計所得金

額（地方税法第 292 条第 1 項第 13

号に規定する合計所得金額をいい、

当該合計所得金額に所得税法第 28

条第 1 項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第 2 項の規定

によって計算した金額に令和 7 年中

の同条第 1 項に規定する給与等の収

入金額から 55 万円を控除して得た

額を加えた額によるものとし、租税

特別措置法による特別控除の適用が

ある場合には、当該合計所得金額か

ら令第 22 条の 2 第 2 項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし、

当該合計所得金額が 0 を下回る場合

には、0 とする。以下同じ。）」と

する。 

15 第 1 号被保険者のうち、令和 7 年

の合計所得金額に給与所得が含まれ

ている者（同年中の給与等の収入金

額が 65 万 1,000 円以上 161 万 9,0

00 円未満である者に限る。）の令和

8 年度における保険料率の算定につ

いての第 4 条第 1 項（第 6 号ア、第

7 号ア、第 8 号ア、第 9 号ア、第 10

号ア、第 11 号ア、第 12 号ア及び第

13 号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第 6 号ア中

「地方税法第 292 条第 1 項第 13 号

に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という。）（租税特別

措置法第 33 条の 4 第 1 項若しくは

第 2 項、第 34 条第 1 項、第 34 条の

2 第 1 項、第 34 条の 3 第 1 項、第

35 条第 1 項、第 35 条の 2 第 1 項、

第 35 条の 3 第 1 項又は第 36 条の規

定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第 22 条の 2 第 2 項

に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が 0 を

(新設) 



下回る場合には、0 とする。以下同

じ。）」とあるのは、「合計所得金

額（地方税法第 292 条第 1 項第 13

号に規定する合計所得金額をいい、

当該合計所得金額に所得税法第 28

条第 1 項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第 2 項の規定

によって計算した金額に 10 万円を

加えた額によるものとし、租税特別

措置法による特別控除の適用がある

場合には、当該合計所得金額から令

第 22 条の 2 第 2 項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が 0 を下回る場合に

は、0 とする。以下同じ。）」とす

る。  

16 第 1 号被保険者のうち、令和 7 年

の合計所得金額に給与所得が含まれ

ている者（同年中の給与等の収入金

額が 161 万 9,000 円以上 190 万円

未満である者に限る。）の令和 8 年

度における保険料率の算定について

の第 4 条第 1 項（第 6 号ア、第 7 号

ア、第 8 号ア、第 9 号ア、第 10 号

ア、第 11 号ア、第 12 号ア及び第 1

3 号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第 6 号ア中

「地方税法第 292 条第 1 項第 13 号

に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という。）（租税特別

措置法第 33 条の 4 第 1 項若しくは

第 2 項、第 34 条第 1 項、第 34 条の

2 第 1 項、第 34 条の 3 第 1 項、第

35 条第 1 項、第 35 条の 2 第 1 項、

第 35 条の 3 第 1 項又は第 36 条の規

定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第 22 条の 2 第 2 項

に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が 0 を

下回る場合には、0 とする。以下同

じ。）」とあるのは、「合計所得金

額（地方税法第 292 条第 1 項第 13

号に規定する合計所得金額をいい、

当該合計所得金額に所得税法第 28

条第 1 項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第 2 項の規定

(新設) 



によって計算した金額に 65 万円か

ら令和 7 年給与所得控除額（令和 7

年中の所得税法第 28 条第 1 項に規

定する給与等の収入金額から、当該

給与等の収入金額を所得税法等の一

部を改正する法律（令和 7 年法律第

13 号）第 1 条の規定による改正前の

所得税法別表第 5 の給与等の金額と

して、同表により当該金額に応じて

求めた同表の給与所得控除後の給与

等の金額を控除して得た額をい

う。）を控除して得た額を加えた額

によるものとし、租税特別措置法に

よる特別控除の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第 22

条の 2 第 2 項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が 0 を下回る場合には、0 と

する。以下同じ。）」とする。  

(令和 8 年度の保険料率の算定に関す

る基準の特例) 

17 第 1 号被保険者の令和 8 年度にお

ける保険料率の算定についての第 4

条第 1 項の規定の適用については、

当該第 1 号被保険者の属する世帯の

世帯主及び全ての世帯員のうちに、

第 1 号に掲げる者に該当し、かつ、

第 2 号又は第 3 号に掲げる者のいず

れかに該当する者があるときは、当

該該当する者は、同年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課され

ている者とみなす。  

(新設) 

(1) 令和 7 年の合計所得金額に給与

所得が含まれている者（令和 8 年

度分の保険料の賦課期日において

当該保険料を賦課する市町村に住

所を有しない者を除く。）であっ

て、令和 8 年度分の地方税法の規

定による市町村民税の賦課期日に

おいて当該保険料を賦課する市町

村に住所を有するもの（同法第 29

4 条第 3 項の規定により当該市町

村の住民基本台帳に記録されてい

る者とみなされた者を含む。）  

 

(2) 地方税法第 295 条第 1 項第 2

号に掲げる者に該当し、かつ、令

和 8 年度分の同法の規定による市

町村民税が課されていない者であ

 



って、次のアからウまでに掲げる

場合のいずれかに該当するもの  

ア 令和 7 年中の給与等の収入金

額が 55 万 1,000 円以上 65 万

1,000 円未満であり、かつ、13

5 万円から同年の合計所得金額

を控除して得た額が、同年中の

給与等の収入金額から 55 万円

を控除して得た額以下である場

合  

 

イ 令和 7 年中の給与等の収入金

額が 65 万 1,000 円以上 161 万

9,000 円未満であり、かつ、13

5 万円から同年の合計所得金額

を控除して得た額が 10 万円以

下である場合 

 

ウ 令和 7 年中の給与等の収入金

額が 161 万 9,000 円以上 190

万円未満であり、かつ、135 万

円から同年の合計所得金額を控

除して得た額が、65 万円から、

同年中の給与等の収入金額から

当該給与等の収入金額を所得税

法等の一部を改正する法律第 1

条の規定による改正前の所得税

法別表第 5（以下「別表第 5」

という。）の給与等の金額とし

て、別表第 5 により当該金額に

応じて求めた別表第 5 の給与所

得控除後の給与等の金額を控除

して得た額を控除して得た額以

下である場合 

 

(3) 地方税法第 295 条第 1 項各号

に掲げる者に該当せず、かつ、令

和 8 年度分の同法の規定による市

町村民税が課されていない者であ

って、次のアからウまでに掲げる

場合のいずれかに該当するもの  

 

ア 令和 7 年中の給与等の収入金

額が 55 万 1,000 円以上 65 万

1,000 円未満であり、かつ、地

方税法第 295 条第 3 項に規定す

る政令で定める基準に従い当該

市町村の条例で定める金額から

同年の合計所得金額を控除して

得た額が、同年中の給与等の収

入金額から 55 万円を控除して

得た額以下である場合  

 



 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 

イ 令和 7 年中の給与等の収入金

額が 65 万 1,000 円以上 161 万

9,000 円未満であり、かつ、地

方税法第 295 条第 3 項に規定す

る政令で定める基準に従い当該

市町村の条例で定める金額から

同年の合計所得金額を控除して

得た額が 10 万円以下である場

合  

 

ウ 令和 7 年中の給与等の収入金

額が 161 万 9,000 円以上 190

万円未満であり、かつ、地方税

法第 295 条第 3 項に規定する政

令で定める基準に従い当該市町

村の条例で定める金額から同年

の合計所得金額を控除して得た

額が、65 万円から、同年中の給

与等の収入金額から当該給与等

の収入金額を別表第 5 の給与等

の金額として、別表第 5 により

当該金額に応じて求めた別表第

5 の給与所得控除後の給与等の

金額を控除して得た額を控除し

て得た額以下である場合  

 

18 第 1 号被保険者の令和 8 年度にお

ける保険料率の算定についての第 4

条第 1 項の規定の適用については、

当該第 1 号被保険者が前項第 1 号に

掲げる者に該当し、かつ、同項第 2

号又は第 3 号に掲げる者のいずれか

に該当するときは、当該第 1 号被保

険者は、同年度分の地方税法の規定

による市町村民税が課されている者

とみなす。 

(新設) 



議案第 19 号  

 長門市６次産業化支援施設条例の一部を改正する条例  

  令和８年２月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市６次産業化支援施設条例の一部を改正する条例  

 長門市６次産業化支援施設条例（令和４年長門市条例第 10 号）の一部を次のよ

うに改正する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

(設置) 

第 1 条 研究及び商品開発(以下「研究

等」という。)の促進及び人材の育成

を図り、少量多品種の農林水産物の

付加価値を高めることにより、農業

漁業従事者等の所得増大を推進する

とともに、地域産業の振興を図るこ

とを目的として、6 次産業化支援施

設を設置する。  

(設置) 

第 1 条 商品開発の促進及び人材の育

成を図り、少量多品種の農林水産物

の付加価値を高めることにより、農

業漁業従事者等の所得増大を推進す

るとともに、地域産業の振興を図る

ことを目的として、6 次産業化支援

施設を設置する。  

(事業) 

第 4 条 支援施設は、次に掲げる事業

を行う。  

(事業) 

第 4 条 支援施設は、次に掲げる事業

を行う。  

(1) 地域産品の研究等に関するこ

と。  

(1) 地域産品の商品開発に関するこ

と。  

(2) 研究等に係る人材育成に関する

こと。  

(2) 商品開発に係る人材育成に関す

ること。  

(3) その他研究等に関すること。  (3) その他商品開発支援に関するこ

と。  

(使用の許可) 

第 7 条 支援施設のうち第 3 条第 1 号

から第 5 号までに規定する施設及び

別表に掲げる附属設備器具を使用し

ようとする者は、市長の許可を受け

なければならない。許可を受けた事

項を変更しようとするときも、同様

とする。  

(使用の許可) 

第 7 条 支援施設のうち第 3 条第 1 号

から第 4 号までに規定する施設及び

別表に掲げる附属設備器具を使用し

ようとする者は、市長の許可を受け

なければならない。許可を受けた事

項を変更しようとするときも、同様

とする。  

2 (略)  2 (略)  

(使用料) 

第 11 条 市は、施設及び附属設備器

具を使用する者から、別表に定める

使用料を徴収する。  

(使用料) 

第 11 条 市は、支援施設の施設のう

ち附属設備器具を使用する者から、

別表に定める使用料を徴収する。  



 

別表(第 11 条関係) 

 

別表(第 11 条関係)  

施設使用料  

区分  

使用時間及び 1 室当たり

の使用料  

午前 9

時から  

午後 1

時まで  

午後 1

時から  

午後 5

時まで  

午前 9

時から  

午後 5

時まで  

食肉加工室  500 円  500 円  1,000円  

惣菜加工室  

菓子製造室  

食品製造室  

ワーキング

ルーム  
 

(新設) 

附属設備器具使用料  

区分  機器名  使用料／１時間  

 (略) 

備考 市内に住所を有しない個人及び

市内に事業所を有しない団体について

は、この表に定める額の 4 倍の額とす

る。  
 

          

施設  機器名  使用料／１時間  

 (略) 

備考 市内に住所を有しない個人及び

市内に事業所を有しない団体について

は、この表に定める額の 2 倍の額とす

る。  
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

   附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第 20 号  

長門市水道給水条例の一部を改正する条例  

令和８年２月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市水道給水条例の一部を改正する条例  

長門市水道給水条例（平成 17 年長門市条例第 191 号）の一部を次のように改正

する。  

改正後  現行  

別表第 2(第 27 条関係) 別表第 2(第 27 条関係) 

料金  料金  

用 

途 
口径  

基本料金

（1 月に

つき）  

従量料金  

（1 ㎥（  

立方メー  

トル）に  

つき）  

付記  

0 ㎥  

を超  

え 

10 

㎥ 

以下  

の使  

用水  

量 

10 

㎥ 

を 

超 

え 

る 

使 

用 

水 

量 

一 

般 

用 

13 ㎜  

（ミ  

リメ  

ート  

ル）  

1,100 円  
50 

円 

155 

円 
  

 20 ㎜  1,600 円     

 25 ㎜  2,400 円     

 30 ㎜  5,000 円     

 40 ㎜  5,900 円     

 50 ㎜  7,800 円  
155 

円 
  

 75 ㎜  18,100 円     

用 

途 
口径  

基本料金  

（1 月に  

つき）  

従量料金  

（1 ㎥（  

立方メー  

トル）に  

つき）  

付記  

0 ㎥  

を超  

え 

10 

㎥ 

以下  

の使  

用水  

量 

10 

㎥ 

を 

超 

え 

る 

使 

用 

水 

量 

一 

般 

用 

13 ㎜  

（ミ  

リメ  

ート  

ル）  

1,000 円  
10 

円 

140 

円 
  

 20 ㎜  1,500 円     

 25 ㎜  2,250 円     

 30 ㎜  4,600 円     

 40 ㎜  5,400 円     

 50 ㎜  7,100 円  
140 

円 
  

 75 ㎜  16,500 円     



 100 

㎜ 
29,000 円     

 150 

㎜ 
88,000 円     

船 

舶 

用 

    225 円  

口径 50 ㎜  

以上のメー  

ターを使用  

するものは  

、料金のほ  

かに市長の  

定めるメー  

ター費を加  

えるものと  

する。  
 

 100 

㎜ 
26,700 円     

 150 

㎜ 
80,000 円     

船 

舶 

用 

    204 円  

口径 50 ㎜  

以上のメー  

ターを使用  

するものは  

、料金のほ  

かに市長の  

定めるメー  

ター費を加  

えるものと  

する。  
   

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年 10 月１日から施行する。  

 （料金に関する経過措置）  

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続して水道の供給を

受ける者で、施行日以後の検針において、施行日前の計量が含まれるものの料金

については、改正後の長門市水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。  



議案第 21 号  

 長門市火災予防条例の一部を改正する条例  

  令和８年２月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市火災予防条例の一部を改正する条例  

長門市火災予防条例（平成 17 年長門市条例第 197 号）の一部を次のように改正

する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

第 3 章 火を使用する設備の位

置、構造及び管理の基準等  

第 3 章 火を使用する設備の位

置、構造及び管理の基準等  

第 1 節 火を使用する設備及

びその使用に際し、火災の

発生のおそれのある設備の

位置、構造及び管理の基準  

第 1 節 火を使用する設備及

びその使用に際し、火災の

発生のおそれのある設備の

位置、構造及び管理の基準  

(簡易サウナ設備) 

第 7 条の 2 簡易サウナ設備(屋外その

他の直接外気に接する場所に設ける

テント型サウナ室(サウナ室のうちテ

ントを活用したものをいう。 )又はバ

レル型サウナ室(サウナ室のうち円筒

形であり、かつ、木製のものをい

う。)に設ける放熱設備であって、定

格出力 6 キロワット以下のものであ

り、かつ、薪又は電気を熱源とする

ものをいう。以下同じ。)の位置及び

構造は、次に掲げる基準によらなけ

ればならない。  

(新設) 

(1) 火災予防上安全な距離を保つこ

とを要しない場合を除き、建築物

等及び可燃性の物品から火災予防

上安全な距離として対象火気設備

等及び対象火気器具等の離隔距離

に関する基準により得られる距離

以上の距離を保つこと。  

 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に

上昇した場合に直ちにその熱源を

遮断することができる手動及び自

動の装置を設けること。ただし、

薪を熱源とする簡易サウナ設備に

 



あっては、その周囲において火災

が発生した際に速やかに使用でき

る位置に消火器を設置した場合

は、この限りではない。  

2 前項に規定するもののほか、簡易

サウナ設備の位置、構造及び管理の

基準については、第 3 条(第 1 項第 1

号、第 10 号から第 14 号まで、第 1

7 号から第 18 号の 3 まで、第 2 項

第 6 号及び第 3 項並びに第 4 項を除

く。)及び第 5 条第 1 項の規定を準用

する。  

 

(一般サウナ設備) 

第 7 条の 3 一般サウナ設備(簡易サウ

ナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に

設ける放熱設備をいう。)をいう。以

下同じ。)の位置及び構造は、次に掲

げる基準によらなければならない。  

(サウナ設備) 

第 7 条の 2 サウナ室に設ける放熱設

備(以下「サウナ設備」という。 )の

位置及び構造は、次に掲げる基準に

よらなければならない。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 一般サウナ設備の温度が異常に

上昇した場合に直ちにその熱源を

遮断することができる手動及び自

動の装置を設けること。  

(2) サウナ設備の温度が異常に上昇

した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の

装置を設けること。  

2 前項に規定するもののほか、一般

サウナ設備の位置、構造及び管理の

基準については、第 3 条(第 1 項第 1

号及び第 10 号から第 12 号までを除

く。)の規定を準用する。  

2 前項に規定するもののほか、サウ

ナ設備の位置、構造及び管理の基準

については、第 3 条(第 1 項第 1 号

及び第 10 号から第 12 号までを除

く。)の規定を準用する。  

第 3 章の 2 住宅用防災機器の

設置及び維持に関する基準等  

第 3 章の 2 住宅用防災機器の

設置及び維持に関する基準等  

(住宅における火災の予防の推進 ) 

第 29 条の 7 市は、住宅における火災

の予防を推進するため、次に掲げる

施策の実施に努めるものとする。  

(住宅における火災の予防の推進 ) 

第 29 条の 7 市は、住宅における火災

の予防を推進するため、次に掲げる

施策の実施に努めるものとする。  

(1) 住宅における出火防止、火災の

早期発見、初期消火、延焼防止、

通報、避難等に資する住宅用防災

機器、感震ブレーカーその他の物

品、機械器具及び設備の普及の促

進 

(1) 住宅における出火防止、火災の

早期発見、初期消火、延焼防止、

通報、避難等に資する住宅用防災

機器その他の物品、機械器具及び

設備の普及の促進  

(2) (略) (2) (略) 

2 (略)  2 (略)  

第 6 章 雑則  第 6 章 雑則  

(火を使用する設備等の設置の届出 ) 

第 44 条 火を使用する設備又はその

使用に際し、火災の発生のおそれの

(火を使用する設備等の設置の届出 ) 

第 44 条 火を使用する設備又はその

使用に際し、火災の発生のおそれの



ある設備のうち、次に掲げるものを

設置しようとする者は、あらかじ

め、その旨を消防長に届け出なけれ

ばならない。  

ある設備のうち、次に掲げるものを

設置しようとする者は、あらかじ

め、その旨を消防長に届け出なけれ

ばならない。  

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

(6)の 2 簡易サウナ設備(個人が設

けるものを除く。) 

(新設) 

(7) 一般サウナ設備(個人の住居に

設けるものを除く。) 

(7) サウナ設備(個人の住居に設け

るものを除く。) 

(7)の 2～(15) (略) (7)の 2～(15) (略) 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附 則  

この条例は、令和８年３月 31 日から施行する。  



議案第 22 号 

工事請負契約の一部を変更することについて（小島Ｂ防波堤撤去工事（第

２工区）） 

 令和７年６月長門市議会定例会の議決を経て締結した小島Ｂ防波堤撤去工事（第

２工区）の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び長門市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年長門市条例第 56 号）第２条の規

定により、市議会の議決を求める。  

  令和８年２月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也        

 

記  

 

 契約金額「188,870,000 円（うち消費税及び地方消費税の額 17,170,000 円）」 

を「204,502,100 円（うち消費税及び地方消費税の額 18,591,100 円）」とする。 



議案第 23 号  

財産の無償譲渡について  

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）96 条第１項第６号の規定により、次のとお

り財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求める。  

  令和８年２月 13 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

１ 無償譲渡する財産  

建物  

   所 在  地 長門市東深川字浜添 318 番地 15 

   構  造 鉄骨スレート瓦葺平屋建て  

   延床面積 ７５．００平方メートル  

 

２ 無償譲渡の相手方  

  長門市東深川     

田屋区自治会 代表者       

 



議案第 24 号 

市道路線の認定及び廃止について 

道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第８条第２項及び第 10 条第３項の規定により、

次の路線を市道に認定し、及び廃止することについて、市議会の議決を求める。  

令和８年２月 13 日提出 

                  長門市長 江 原 達 也 

 

路線名 
認定路線 廃止路線 

摘要  
起点 終点 起点 終点 

湯本八反ケ坪１号線 
深川湯本字八

反ケ坪 

深川湯本字金

池 

  
認定 

天神迫田線 
  油谷向津具下

字本郷鳥ノ子 

油谷向津具下

字本郷 
廃止 

 



議案第 25 号 

専決処分の承認について（令和７年度長門市一般会計補正予算（専決第１

号）） 

令和７年度長門市一般会計補正予算（専決第１号）について、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、令和８年１月 23 日別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により市議会の承認を求める。  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  



議案第 26 号 

長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 長門市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任することについて、地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第３項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

１ 住所              

２ 氏名 古江 直樹 

３ 生年月日           

 

  



議案第 27 号 

長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 長門市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任することについて、地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第３項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

１ 住所              

２ 氏名 行實 信一 

３ 生年月日           

 



議案第 28 号 

長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 長門市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任することについて、地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第３項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

１ 住所              

２ 氏名 杉山 聡 

３ 生年月日           



議案第 29 号 

長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 長門市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任することについて、地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第３項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

１ 住所              

２ 氏名 中尾 努 

３ 生年月日           

 



議案第 30 号 

長門市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 長門市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任することについて、地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第３項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

１ 住所              

２ 氏名 吉村 典和 

３ 生年月日           



議案第 31 号 

人権擁護委員候補者の推薦について  

人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定により、市議会の意見を求める。  

令和８年２月 13 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

記  

 

１ 住所              

２ 氏名 三輪 和明 

３ 生年月日           

 

 



議案第 32 号 

   長門市教育委員会委員の任命について  

 長門市教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第４条第２項の規定により、市

議会の同意を求める。  

令和８年２月 13 日提出 

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所               

２ 氏名 中村 典生 

３ 生年月日            

 



議案第33号 

   長門市過疎地域持続的発展計画の変更について 

長門市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更することについて、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）第８条第 10 項に

おいて準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求める。  

令和８年２月13日提出 

長門市長 江 原 達 也  



報告第１号 

   長門市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更の報告について 

長門市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更について、新型インフルエンザ

等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第８条第８項において準用する同条第

６項の規定により、別紙のとおり報告する。  

令和８年２月13日提出 

長門市長 江 原 達 也 


